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新設分割及び新設会社の株式譲渡に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、三田カントリー27（所在：兵庫県三田市上本庄

1215）に係るゴルフ場運営事業（以下、「本事業」といいます）を会社分割により、新設会社に承継（以下、

「本会社分割」といいます）させることを決議いたしました。また、同新設会社の全株式を、株式会社アイ

ランドゴルフ（以下、「アイランドゴルフ」といいます）に譲渡することとなりましたので併せてお知らせ

いたします。 

なお、本会社分割は、単独新設分割であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しています。 

 

 

１．会社分割及び株式譲渡の目的 

当社はグループにおける事業の選択と集中に取り組む一環として、会社分割により本事業を新設会社に

承継させたうえで、同新設会社の全株式をアイランドゴルフに譲渡することといたしました。 

 

２．会社分割及び株式譲渡の要旨 

（１）会社分割及び株式譲渡の日程 

新設分割計画承認取締役会決議日 平成 25年 7月 30日 

株式譲渡契約締結日 平成 25年 8月 16日（予定） 

効力発生日 平成 25年 12月 2日（予定） 

株式譲渡日 平成 25年 12月 2日（予定） 

（※）本会社分割は、会社法第 805 条に規定する簡易分割であるため、株主総会の承認を得ること

なく行います。 

 

（２）会社分割の方式 

当社を分割会社とし、新設会社を設立する新設分割（簡易分割）方式です。 

 

（３）会社分割に係る割当ての内容 

新設会社は、本会社分割に際して普通株式 200 株を発行し、当社に株式すべてを割当交付いたします。 

なお、当社は、本会社分割の効力発生日と同日付で、当該株式すべてをアイランドゴルフに譲渡いた

します。 

 

（４）会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 
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（５）会社分割により増減する資本金 

本会社分割により減少すべき資本金はありません。 

 

（６）新設会社が承継する権利義務 

新設会社は、当社から、効力発生日における本事業に属する資産、負債、契約上の地位及びこれらの

契約に付随する一切の権利義務並びに法令上承継可能な許認可等について、平成 25 年 7 月 30 日付新

設分割計画書に定めたものを承継します。 

 

（７）債務履行の見込み 

当社及び新設会社は、本会社分割の効力発生日以降における負担すべき債務について、履行の見込み

があるものと判断しております。 

 

（８）株式譲渡の概要 

   当社は、平成 25 年 12 月 2 日をもって、新設会社の全株式を、アイランドゴルフに譲渡する予定です。

新設会社の概要については、「３．会社分割の当時会社の概要」をご参照下さい。また、アイランドゴ

ルフについては、「６．株式の譲渡先の概要」をご参照下さい。 

 

３．会社分割の当事会社の概要 

  分割会社 新設会社 

（１） 名称 丸紅株式会社 

（平成 25年 3月 31日現在） 

株式会社アイランドゴルフ三田 

（効力発生日における見込み） 

（２） 所在地 東京都千代田区大手町一丁目

4番 2号 

兵庫県三田市上本庄 1215  

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 國分 文也 代表者取締役 鈴木 伸介 

（４） 事業内容 内外物資の輸出入及び販売業

等 

ゴルフ場、ゴルフ練習場等のス

ポーツ・レジャー施設、温泉浴

場施設、宿泊施設及び食堂等の

経営、運営、管理及び売買並び

にそれらの受託及びコンサルタ

ント等 

（５） 資本金 262,686百万円 10百万円 

（６） 設立年月日 昭和 24年 12月 1日 平成 25年 12月 2日（予定） 

（７） 発行済株式数 普通株式 1,737,940,900株 普通株式  200株 

（８） 決算期 3月 31日 3月 31日 

（９） 従業員数 （連結）33,566名 0名 

（10） 大株主及び持株比率 日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 

5.35% 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社     4.80% 

株式会社損害保険ジャパン 

3.23% 

丸紅株式会社      100% 

 

（11） 当事会社間の関係  

 資本関係 新設分割効力発生日に、当社が新設会社の株式を 100%保有しま

すが、同日付で、当該株式すべてをアイランドゴルフに譲渡す

る予定です。 
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 人的関係 新設会社の設立時取締役 3名及び設立時監査役 1名を、当社か

ら派遣しますが、アイランドゴルフへの株式譲渡後、当社から

派遣された取締役及び監査役は退任する予定です。 

 取引関係 取引関係はありません。 

（12） 最近３年間の経営成績及び財政状態（単位：百万円。特記しているものを除く。） 

 丸紅株式会社（連結） 

決算期 平成 23年 3月期 平成 24年 3月期 平成 25年 3月期 

連結純資産 831,730 915,770 1,188,379 

連結総資産 4,679,089 5,129,887 5,965,086 

１株当たり連結純資産(円) 478.57 526.92 683.78 

連結売上高 9,020,468 10,584,393 10,509,088 

連結営業利益 145,774 157,315 122,932 

連結税引前当期純利益 207,217 260,983 247,543 

連結当期純利益 136,541 172,125 205,696 

１株当たり連結当期純利益(円)  78.63 99.13 118.48 

１株当たり配当金(円) 12.00 20.00 24.00 

 

 

４．分割する事業部門の概要 

（１）分割する部門の事業内容 

ゴルフ場運営事業（三田カントリー27） 

 

（２）分割する部門の経営成績（平成 25年 3月期） 

 
ゴルフ場運営事業 

(a) 
当社（連結） (b) 比率（a/b） 

売 上 高 376 10,509,088 0.004% 

（単位：百万円） 

 

（３）分割する資産、負債の項目及び帳簿価格（平成 25年 3月 31日現在） 

資  産 負  債 

項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額 

流 動 資 産 3,102 流 動 負 債 3,101 

固 定 資 産 950 固 定 負 債 0 

合 計 4,052 合 計 3,101 

（単位：百万円） 

 

５．会社分割後の当社及び新設会社の状況 

本会社分割後の当社及び新設会社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金及び決算期

については、「３．分割当事者の概要」をご参照下さい。また、当社は、分割効力発生日をもって、新設会

社の全株式をアイランドゴルフに譲渡する予定です。なお、当社は、複数の候補者の中から、本事業の継

続性や経済的合理性といった諸条件を考慮し、本事業の譲渡先としてアイランドゴルフを選定しておりま

す。 

 

６．株式の譲渡先の概要（平成 25年 7月 1日現在） 

（１） 名称 株式会社アイランドゴルフ 

（２） 所在地 東京都港区六本木一丁目 6番 1号 泉ガーデンタワー 
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（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役会長兼社長 中野 幹男 

（４） 事業内容 ゴルフ場等のスポーツ・レジャー施設、宿泊・温泉・食堂な

どの経営・運営・管理、および売買、ならびにこれらの受託

コンサルティング等 

（５） 資本金 100百万円 

（６） 設立年月日 平成 23年 10月 3日 

（７） 発行済株式数 2,000株 

（８） 決算期 3月 31日 

（９） 従業員数 10人 

（10） 大株主及び持株比率 株式会社 OGIホールディングス 51% 

（11） 当事会社間の関係 

資本関係 資本関係はありません 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 取引関係はありません。 

 

７．今後の見通し 

本会社分割及び本株式譲渡が当社への業績に与える影響は、軽微なものと見込んでおります。 

以 上 
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